
工場を新築・増築したい(土地・建物取得)

①商工業振興条例助成金
工場等新設・増設事業

助成内容 要件

土地取得

助成

岡谷市内の特定地域（特別工業地
区を除く）に土地を取得し、工場又
は研究所等（※）を新・増設する場
合に助成。

≪助成率≫
・投入した固定資産総額のうち、

土地取得額×30％

≪限度額≫
・1億円
（助成金が1,000万円を超える場合
は10年以内に分割して交付）

・300㎡以上の土地を取得

・新規に常勤雇用者（岡谷市民）
を1年以上雇用

・新設する工場等を1年以上操業

・工場等の面積が取得した土地
面積の30％以上

・建築確認済証の交付日又は売
買契約の日から30日以内に承
認申請書を提出

※「研究所等」とは、先端的技術
分野の研究を主として行う民間
研究所又は開発型企業をいう。

建物取得
助成

岡谷市内の特定地域（特別工業地
区を除く）に工場又は研究所等の
新・増設する場合に助成。

≪助成率≫
・新設する工場等に係る

固定資産税相当額×3年間

≪限度額≫
・新設する工場等に係る初年度の

固定資産税相当額

・工場等の建設が市内業者

・新規に常勤雇用者（岡谷市民）
を1年以上雇用

・新設する工場等を1年以上操業

・工場等の面積が300㎡以上

・建築確認済証の交付日又は売
買契約の日から30日以内に承
認申請書を提出

※「土地取得助成」と「建物取得助成」の併用可能。


